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日米医学協力計画

本協力計画は、アジア地域にまん延している疾病に関して、いまだ未知の分野は多々あり、研究の余地
が残されていることにかんがみ、これらの疾病に関する研究を、日米両国共同して行うことを目的とする

日米医学協力専門部会

日米医学協力委員会

ウイルス性疾患
部会

エイズ部会 肝炎部会

寄生虫疾患部会 急性呼吸器感染症
部会

栄養・代謝部会 環境ゲノミクス・発ガン

部会

コレラ・細菌性腸管感
染症部会

結核・ハンセン病
部会

免疫部門

・コレラ菌、腸管出血性
大腸菌感染症等の病態
解明と治療法の開発

・下痢性毒素の分子機
構の解明と予防法の応
用 など

・結核、ハンセン病の
免疫と病因

・新技術の臨床及び
疫学の応用 など

アジア諸国 米 国

連携 連携

・特異的迅速診断法の
開発

・ウイルス性疾患に対
するワクチン開発 など

・Ｂ、Ｅ型肝炎ウイルスの
疫学

・Ｂ、Ｅ型肝炎ウイルスの
診断、予防、治療法 な
ど

・ＡＲＩの起因菌と実態
調査

・起因菌の感受性試
験の標準化研究 な
ど

・疫学的調査による環境
中発がん要因の把握

・発がん要因の遺伝的背
景の解明 など

国
際
医
学
協
力
研
究
事
業・フィラリア、マラリア

などの寄生虫疾患の
媒介動物の生態とコ
ントロール法

・ワクチンなどの治療
法の開発 など

・栄養と生体防御

・肥満、糖尿病及び関
連する代謝疾患 など

・アジアにおけるＨＩＶ
感染の分子疫学的研
究

・ＨＩＶ感染者の進行阻
止法、治療法の開発
など

（文部科学省により研
究費負担）

・ワクチン免疫の長期
維持に要求されるコン
ディションの研究 な
ど

成果

 
 

 

 

（2）厚生労働科学特別研究 

 

分野名   行政政策研究分野 

事業名       厚生労働科学特別研究事業 

主管部局（課室）    大臣官房厚生科学課 

 

関連する「第 3期科学技術基本計画」における理念と政策目標（大目標、中目標） 

理念   健康と安全を守る 

大目標  安全な誇りとなる日本 

中目標  暮らしの安全確保 

 

1．事業の概要 

(1)  第 3 期科学技術基本計画・分野別推進戦略との関係 

重要な研究開発課題 重要な研究開発課題等のうち、厚生労働省が所管する研究事業に関

係するもの全て。 

 

(2)  イノベーション 25 との関連：なし  

 

(3) 新健康フロンティア戦略との関連：なし 

 

(4) 事業の内容（新規・一部新規・継続） 

 社会的要請の強い諸課題に関する必須もしくは先駆的な研究を支援して、当該課題を解決
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するための新たな科学的基盤を得ることを目的としている。厚生労働科学研究においては、

新たな感染症の発生など、極めて緊急性が高く、社会的な要請の強い諸問題について研究を

行う必要がある。また、各事業の一般公募型の研究課題になじみにくく、社会的要請の高い

研究課題について、特別研究を実施する場合がある。 

 

(5) 平成 20 年度における主たる変更点：なし 

 

(6)  他府省及び厚生労働省内での関連事業との役割分担：特記なし 

 

(7) 予算額（単位：百万円） 

Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20（概算要求） 

352 303 332 364 未定 

 

(8) 18 年度に終了した本研究事業で得られた成果 

 緊急性の高い研究課題に関して、期待された知見が提供された。例えば、平成 18 年 4 月の

診療報酬改定に伴う在宅医療のあり方や看護職員確保に関する調査等は緊急性が高く、医療

計画を策定するための喫緊の課題として位置づけられた。また、健康危機管理的な側面から、

新型インフルエンザ対応ワクチン開発における効果測定法及び品質管理に関する研究は、同

ワクチン開発段階で浮上した問題解決のために不可欠とされた研究である。臓器移植法の改

正案の審議において検討される小児の脳死判定基準等についての科学的根拠・妥当性の検証

や昨今明らかになった宇和島市の生体腎移植に関連する一連の問題等は、移植医療のあり方

についてさまざまな角度から検討する必要性を生じさせた。いずれも厚生行政における制

度・施策に関連の高い研究課題であり、発展的な提言を得る等、有効な成果を多く得ている。

 

2．評価結果  

(1) 研究事業の必要性 

 本研究事業は、国民の健康・安全に係る緊急性のある行政課題について、迅速、かつ、科

学的に対応することができるため、社会のニーズへ適合していることに加え、政策・施策の

企画立案・実施上極めて必要性が高い。 

 

(2) 研究事業の効率性（費用対効果にも言及すること） 

 本研究事業の特性上、研究期間は 1年以内であるが、「厚生労働省の科学研究開発評価に関

する指針」を踏まえ、本研究事業に関する評価指針を策定し、専門家による事前評価を実施

している。また、研究ヒアリングを実施し、研究の緊急性、目的の妥当性、行政的意義及び

関係課との分担・連携及び他研究事業との重複等についても確認した上で、評価結果に基づ

く研究費の配分を実施しており、極めて効率的に実施されている。 

なお、短期間ではあるが、政策に反映しうる研究成果がこれまでに数多く出されており、そ

の費用対効果の妥当性は高いと言える。 

 

(3) 研究事業の有効性 

 本研究事業は、緊急性に基づき採択され、短期間で現実的な目標達成をすることが求めら

れ、その有効性は高いと言える。また、研究成果は政策・施策へ反映することを意図してい

るため、社会的、専門的・学術的な波及効果も大きい。 

 


